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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 連 続 す る 複 数 の ス ロ ッ ト に 割 り 当 て ら れ る 復 調 用 参 照 信 号 の バ ン ド リ ン グ を 制 御 す る 制  
御 部 と 、
上 り リ ン ク チ ャ ネ ル の 繰 り 返 し に よ っ て 、 連 続 す る 複 数 の ス ロ ッ ト に お い て 前 記 上 り リ ン  
ク チ ャ ネ ル を 送 信 す る 送 信 部 と
を 備 え 、
  前 記 制 御 部 は 、 前 記 バ ン ド リ ン グ が 適 用 さ れ る 場 合 、 前 記 バ ン ド リ ン グ が 適 用 さ れ る 時  
間 領 域 を 決 定 す る 端 末 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 制 御 部 は 、 上 位 レ イ ヤ の シ グ ナ リ ン グ に 基 づ い て 前 記 バ ン ド リ ン グ を 適 用 す る 請 求 項  
1 に 記 載 の 端 末 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 制 御 部 は 、 前 記 バ ン ド リ ン グ が 適 用 さ れ る 上 限 ス ロ ッ ト 数 に 基 づ い て 前 記 時 間 領 域 の  
長 さ を 決 定 す る 請 求 項 1 に 記 載 の 端 末 。
【 請 求 項 ４ 】
　 上 り リ ン ク チ ャ ネ ル の 繰 り 返 し に よ っ て 、 連 続 す る 複 数 の ス ロ ッ ト に お い て 前 記 上 り リ  
ン ク チ ャ ネ ル を 受 信 す る 受 信 部 と 、
　 連 続 す る 複 数 の ス ロ ッ ト に 割 り 当 て ら れ る 復 調 用 参 照 信 号 の バ ン ド リ ン グ を 設 定 す る 制  
御 部 と
を 備 え 、
  前 記 制 御 部 は 、 前 記 バ ン ド リ ン グ が 適 用 さ れ る 場 合 、 前 記 バ ン ド リ ン グ が 適 用 さ れ る 時  
間 領 域 を 設 定 す る 無 線 基 地 局 。
【 請 求 項 ５ 】
  端 末 と 無 線 基 地 局 と を 含 む 無 線 通 信 シ ス テ ム で あ っ て 、
  前 記 端 末 は 、
  連 続 す る 複 数 の ス ロ ッ ト に 割 り 当 て ら れ る 復 調 用 参 照 信 号 の バ ン ド リ ン グ を 制 御 す る 制  
御 部 と 、
  上 り リ ン ク チ ャ ネ ル の 繰 り 返 し に よ っ て 、 連 続 す る 複 数 の ス ロ ッ ト に お い て 前 記 上 り リ  
ン ク チ ャ ネ ル を 送 信 す る 送 信 部 と
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を 備 え 、
  前 記 制 御 部 は 、 前 記 バ ン ド リ ン グ が 適 用 さ れ る 場 合 、 前 記 バ ン ド リ ン グ が 適 用 さ れ る 時  
間 領 域 を 決 定 し 、
  前 記 無 線 基 地 局 は 、
  前 記 上 り リ ン ク チ ャ ネ ル を 受 信 す る 受 信 部 と 、
  前 記 バ ン ド リ ン グ が 適 用 さ れ る 場 合 、 前 記 バ ン ド リ ン グ が 適 用 さ れ る 時 間 領 域 を 設 定 す  
る 制 御 部 と
を 備 え る 無 線 通 信 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
  連 続 す る 複 数 の ス ロ ッ ト に 割 り 当 て ら れ る 復 調 用 参 照 信 号 の バ ン ド リ ン グ を 制 御 す る ス  
テ ッ プ と 、
  上 り リ ン ク チ ャ ネ ル の 繰 り 返 し に よ っ て 、 連 続 す る 複 数 の ス ロ ッ ト に お い て 前 記 上 り リ  
ン ク チ ャ ネ ル を 送 信 す る ス テ ッ プ と
を 含 み 、
  前 記 制 御 す る ス テ ッ プ で は 、 前 記 バ ン ド リ ン グ が 適 用 さ れ る 場 合 、 前 記 バ ン ド リ ン グ が  
適 用 さ れ る 時 間 領 域 を 決 定 す る
端 末 に お け る 無 線 通 信 方 法 。
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